
○上三川町公園愛護会報償金交付要綱 

平成３０年３月３０日 

告示第５７号 

上三川町公園愛護会補助金交付要綱（平成１７年上三川町告示第１２号）の

全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公園の除草及び清掃等の日常的な維持管理を地域が自ら

行う活動（以下「公園愛護活動」という。）を奨励するため、公園愛護活動

を行う団体（以下「愛護会」という。）に対し報償金を交付することについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象事業） 

第２条 上三川町公園愛護会報償金（以下「報償金」という。）の対象となる

事業は、上三川町都市公園条例（昭和５１年上三川町条例第１１号）に位置

づけされた、別表に定める公園で行われる公園愛護活動に係る事業とする。 

（交付対象者） 

第３条 報償金の交付を受けることができる愛護会は、別表に定める公園に応

じ、それぞれ同表に定める愛護会とする。 

（報償金の額） 

第４条 報償金の額は、次に掲げる定額及び面積割の合計額（１，０００円未

満は切り捨て。）とし、上限は３万円とする。 

(1) 定額 １公園当たり２万円 

(2) 面積割 １平方メートル当たり５円 

（申請） 

第５条 報償金の交付を受けようとする愛護会（以下「申請団体」という。）

は、上三川町公園愛護会実施申請書（別記様式第１号）に次の各号に掲げる

書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 上三川町公園愛護会事業計画書（別記様式第２号） 



(2) 役員・会員構成届（別記様式第３号） 

(3) その他町長が必要と認める書類 

（決定） 

第６条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、

適当と認めるときは、上三川町公園愛護会実施決定書（別記様式第４号）を

申請団体に通知する。 

（実績報告） 

第７条 前条の規定による通知を受けた団体（以下「事業者」という。）は、

当該事業が完了したときは、町長の定める期日までに、上三川町公園愛護会

完成報告書（別記様式第５号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提

出しなければならない。 

(1) 上三川町公園愛護会事業報告書（別記様式第６号） 

(2) その他町長が必要と認める書類 

（交付請求） 

第８条 事業者は、報償金の交付を受けようとするときは、前条に定める完成

報告後において、上三川町公園愛護会交付請求書（別記様式第７号）に、次

の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 実施決定書の写し 

(2) その他町長が必要と認める書類 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表（第２条、第３条関係） 

番号 都市公園名 愛護会名（自治会名） 

１ 愛宕山公園 愛宕町 

２ 上郷公園 上郷１区 

３ 大通り公園 大町 



４ 大町公園 大町 

５ 殿山公園 上町 

６ 並木公園 上町 

７ 八丁公園 上町 

８ 馬場公園 上町 

９ 多功児童公園 下多功 

１０ 天神公園 天神町 

１１ 西公園 天神町 

１２ 宮公園 天神町 

１３ 上野公園 並木 

１４ 石田東公園 西田北 

１５ あかぼり公園 本郷台第１ 

１６ きたはら公園 本郷台第１ 

１７ ひがしはら公園 ひがしはら 

１８ ふざかし公園 本郷台第３ 

１９ いちょう公園 本郷台第３ 

２０ みさと公園 美里 

２１ さくら公園 ゆうきが丘第１ 

２２ やぐら公園 ゆうきが丘第３ 

２３ もぐら公園 ゆうきが丘第５ 

 


